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　ジェネリック医薬品と長期収載品
（ジェネリック医薬品のある先発医薬
品）の差額の4分の1を患者さんご自身
の全額負担として支払う仕組みが令和6
年10月1日から始まりました。そのため、
患者さんの負担が増える可能性があり
ますが、ジェネリック医薬品を選択する
ことで、負担を安く抑えることができます。

　当組合では、現在服用されているお薬のうちジェネリック医薬品へ切り替え可能なお薬と、ジェネリック医薬品に切
り替えた場合に軽減できる見込額を試算した「ジェネリック医薬品のお知らせ」の発送を行っております。
　今年度も12月上旬に発送を予定しておりますので、ジェネリック医薬品への切り替えをご検討いただく際の参考に
お役立てください。

　昨年、「ジェネリック医薬品のお知らせ」発送後の令和7年1月から令和7年4月までを対象に効果
分析を行ったところ、当組合の負担額が概算で年間3億1,500万円削減される見込みとなりました。
　ジェネリック医薬品をご利用いただきましてありがとうございます。
　引き続き医療費の削減にご協力くださいますようお願いいたします。

特別の料金の計算（医療費3割負担の場合）

先発医療品
（100円の場合）

ジェネリック医薬品
（60円の場合）

先発医療品
令和6年10月以降
患者が希望する場合

先発医薬品との価格差（40円）
（40円）

7割

7割

7割 3割
価格差の
4分の1
相当

3割

3割

患者負担
（30円）

患者負担の合計
＊別途消費税がかかります

患者負担
（27円）

特別の
料金

（10円＊）

患者
負担

（18円）

保険給付（70円）

保険給付（63円）

保険給付（42円）

特別料金の計算（医療費3割の場合）

ジェネリック医薬品のある先発医薬品を
希望する場合は特別料金が発生します！

当組合ホームページ「医療費のお知らせ」で切り替え可能な
ジェネリック医薬品が見られます！

ジェネリック医薬品のお知らせの送付について

・ 令和6年7月から令和7年6月までに受診歴があり、ジェネリック医薬品へ切り替えた場合に
   一定の軽減が見込まれる方へお送りいたします。
・ すべての組合員にお送りするわけではありませんのでご了承ください。
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